
雅詔「
常
瑜
伽
院
指
図」に
つ
い
て

前
々
年
度以
来
数
次
に
わ
たり
仁
和寺
の
文
書につ
いて
調
査
し
た結
果
の一

部
は
既
に
発
表し
た
か
、
特
に
、
建
築と
して
絵
図
類
に
注
意
し
た点
の
中
、
標

題
に
掲
げ
たも
の
が最
も
見
る
べき
もの
で
あ
ると
考え
、
こ
こ
に
紹介
し
たい
。

仁
和寺
蔵の
絵
図
類
は
三
分
し
て
、
御
経
蔵と
塔巾
蔵
と黒
塗手
箱乙
と
し
て

目
録
がと
ら
れて
い
る
。
その
うち
、
御
経
蔵の
もの
は
主
と
し
て
仁
和
寺
寛
永

再
興
に
関
す
る
もの
、
もし
く
は再
興
後の
諸儀
式
に
関
す
る
指図
で
あり
、
塔

中
蔵の
は
鎌
倉、
室町
時代
に
行
わ
れ
た
灌頂
等
諸
儀式
の
指図
を
基に
し
た江

戸
時代
の
写
本
で
あ
る
。黒
塗手
箱乙
の
は
塔中
蔵の
原
本
で
あ
るよ
う
な
もの

で
あ
る
。こ
れ
らに
よ
る
と
仁
和
寺
は
創
立以
後
幾
度か
火
災
に
遇
い
、
特に
中

世以
後
甚し
く
荒
廃し
て
い
た
た
め
、
寺
中
或
は
所
属
院家
の
古図
とい
う
もの

は
伝
来
に
乏
し
く
、
特
に
鎌
倉
、
室
町
時
代の
院家
全
体
を
知
るこ
との
出
来
る

資
料
はこ
こ
に
掲
げ
た「
常
瑜
伽
院
指
図
」（
口
絵参照）
が唯一
の
もの
で
あり
、

次い
で
桃
山
時
代
の
もの
に
は「
当
時
御
所図０１
匹匹⇔
所也」と
あ
る
もの
か一

枚
あ
る
限り
で
あ
る
。後
者
は
真
光
院の
もの
と
推
定
出
来
、
仁
和
寺
が
、今
の

地に
造
営し
た
本
坊
の
前
身
を
なす
もので
あ
る
。

［
常
瑜伽
院
指図
］（
雌
飭
Ｈ
）は
黒
塗手
箱乙
下
段二
に
収
め
ら
れて
い
る
も
の

で
、
端
裏
書に

長
享二
年六
月
廿
日

永正
六
年
十月
中
旬
比
此
図
法
印
御
清
書
者
也

「
常瑜伽院
指図」
につ
いて

建
造
物
研
究
室・
建
築

其
本一
可
有
真
光
院

と
記
し
、
題
字
と
し
て「
常
瑜
伽
院
指
図
」
と
あ
る
。
乂
附
箋
に
よっ
て
寛
永
十

一
年
よ
り
夫
々
の
年
が
逆
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よっ
て
、
こ
の
図
は
長
享
三

年
六
月
廿
日
に
ま
ず
作
図
さ
れ
て
、
永
正
六
年
十
月
巾
旬
に
清
書
さ
れ
た
も
の
で
、

別
の一
本
は
真
光
院
に
あっ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
常
瑜
伽
院
と
い
う
の
は『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』
　
（
今
仁
和寺
所
蔵、
も
とは

尊寿
院所
有の
も
の
）
中
の「
御
室
御
住
房
処
々
記
」
に
仁
和
寺
本
房
と
し
て
、
北

院・
南
院・
大
聖
院・
紫
金
台
寺・
光
明
寿
院
と
列
記
し
た
最
後
に
掲
げて
い
る

も
の
で
、
同
じ「
仁
和
寺
諸
院
家
記
」（
一
条法
眼
が仁
治三
年
に
註
し
たも
の
）
に

は
見
ら
れ
ず
、
故
に
創
立
は
仁
洽
以
後
で
あ
り
、
常
瑜
伽
院
御
室
と
呼
ば
れ
る
寛

性（
伏
見
院
第三
御
子
、
正
応二
年
誕生
。
貞
和二
年
入
滅
）
に
関
係
し
、
後
常
瑜
伽

院
御
室
と
い
う
永
助（
後光
厳
院御
第五
子
、
康
安二
年
誕生
、
永
享九
年
入
滅
）
も
使

っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の「
仁
和
寺
諸
院
家
記
」

で
は
既
に
見
ら
れ
ず
、
こ
の
記
の
最
後
の
記
事
が
延
宝
五
年
に
関
係
す
る
か
ら
、

江
戸
時
代
初
期
に
は
既
に
忘
れ
ら
れ
た
も
の
と
なっ
て
い
て
、
仁
和
寺
本
坊
が
真

光
院
と
な
る
以
前
に
な
く
なっ
て
い
た
も
の
と
思
え
る
。
し
た
がっ
て
、
こ
の
図

が
永
正
六
年
に
作
成
さ
れ
た
時
に
は
ま
だ
存
在
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

か
く
て
創
立
し
た
時
は
明
ら
か
で
な
い
に
せ
よ
、
常
瑜
伽
院
は
鎌
倉
時
代
末
よ

り
室
町
時
代
末
ま
で
存
在
し
て
い
た
院
家
で
あ
っ
て
、
こ
の
図
は
そ
の
間
の
或
る
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奈
良国
立
文化
財研
究
所年
報

状
態
を
示
す
も
の
と
考
え
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。

位
置
に
つ
い
て
は
、
尊
寿
院
本
の
中
で

真
性
法
印
記
云
、
神
殿
の
北
方
御
池
之
上
、
西
方
、
御
所
跡
也
、
南
方
者
御

風
呂
跏
也
、
少下
所
也
云
々

と
説
明
し
、
同
本
南
院
の
項
で
、

真
性
法
印
記
云
、
常
瑜
伽
院
南
北（
、
南
院
之
跡
厄
、
今
田
地
計
也
、
三
四

段
許
哽
、
御
池
昔（
南
院
之
池
也
、
是
寛
平
法
皇
之
御
所
也
、
近
来（
常
瑜

伽
院
之
池
也
、
乂
池
西
岸
大
石
在
之
、
南
院
塔
跡
也云
々

と
も
あ
り
、
南
院
と
常
瑜
伽
院
と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

真
性
法
印
記
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
真
性
法
印
記
を
た
し
か
め
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
こ
の
記
の
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
真
性
法
印
は
心
蓮
院
の

齎
怡
法
印
の
こ
と
で
、
巾
将
法
印
と
も
号
し
、
和
気
朝
臣
入
道三
位
明
重
の
子
で
、

宏
盛
法
印
の
付
法
上
足
、天
正
七
年二
月
二
十一
日
に
入
滅
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
、
天
正
七
年
以
前
に
は
常
瑜
伽
院
は
既
に
廃
滅
し
て
お
り
、
そ

の
跡
は
神
殿
の
北
方
と
い
う
。こ
の
神
殿
は
仁
和
寺
本
坊
で
あ
る
大
聖
院
に
属
す

る
も
の
で
、
こ
の
大
聖
院
は
真
光
院
の
北
、一
岡
の
西
と
い
う
あ
た
り
に
あっ
た

と
知
ら
れ
る（
顕
証の「
仁
和
寺
諸
院家
記し
の
で
あ
る
か
ら
、
今
並ヶ
岳
中
、一

岡
の
西
方
に
あ
る
常
盤
神
田
町
と
あ
る
地
点
を
、
神田
が
神
殿
に
通
ず
る
か
ら
と

り
、
そ
れ
よ
り
東
北
に
あ
る
宇
多
野
御
池
町
が
常
瑜
伽
院
の
御
池
と
見
れ
ば
、
そ

の
御
池
よ
り
西
で
あ
り
、
常
盤
神
田
町
よ
り
北
の
宇
多
野
御
屋
敷
町
で
あ
る
辺
り

が
、
常
瑜
伽
院
の
位
置
に
推
定
出
来
る
。

南
院
と
い
う
の
は
、
さ
き
の
引
用
文
で
は
寛
平
法
皇
と
見
て
い
る
が
、
そ
れ
は

誤
り
で
、
高
野
御
室（
白河
法
皇
第四
子
、
寛
治五
年
誕生
仁平
三
年
入
滅
）
　が始
め

ら
れ
た
も
の
で
、
長
承
元
年
に
移
徙
さ
れ
た
と
い
う（『
本要
記
』所
収
古
徳記
に
よ

る）。長
承
四
年
正
月
二
十
八
日
に一
間
四
面
二
階
の
丈
六
釈
迦
堂
が
供
養
さ
れ
、

康
治
元
年
三
月
七
日
に
丈
六
光
堂（
迎
接
堂で
丈
六
阿
弥
陀
如
来
を
安置
し
た）
が
供

養
さ
れて
い
る
。こ
の
堂
の
供
養
記
が顕
証
の「
仁
和
寺
諸
院
家
記
」
の
裏
書
に

引
用
さ
れ
て
い
る（
そ
の
脇
註
に
長
承四
年正
月
とい
れて
い
るこ
と
は
誤り
で
あ
る）

の
に
よ
笵
と
。

南
院
御
堂
供
養
云
、
今
日
仁
和
寺
覚
法
親
王
供
養
堂
、
依
大
殿
仰
已
時
許
行

向
彼
堂
所
、
丈
六一
間
四
面
丈
六
阿
弥
陀
堂
也
、
前
有
緑
池
水
色
湛
气
西

有
高
嶺
滝
水
早
落
、
東
対
並岳
云
々

ほ
ぼ
そ
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。
東
に
池
を
こ
え
て
並ヶ
岳
に
対
し
西
に
滝
が
あ

るこ
と
す
な
わ
ち
こ
の
滝
を
鳴
滝
と
思
い
、
こ
の
情
景
は
さ
き
の
宇
多
野
御
屋
敷

町
に
南
院
を
お
く
時
に一
致
し
、
ま
た
南
院
の
跡
に
常
瑜
伽
院
を
た
て
た
こ
と
に

符
合
し
、
常
瑜
伽
院
の
位
置
を
こ
こ
に
推
定
し
た
こ
と
に
誤
り
が
な
い
と
た
し
か

め
る
。
こ
の
指
図
に
よ
る
と
、
院
の
建
物
は
池
よ
り
西
に
位
置
し
て
、
西
と
南
に
は
塀

が
あ
り
、
西
側
の
北
寄
り
に「
西
御
門
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
御
堂
、
客
殿
に
通
ず

る（
レ
の
門
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
南
に
も
門
が
あ
り
御
厨
子
所
に
通
ず
る
の
で

ケ
の
門
で
あ
る
。
そ
し
て
、
殿
堂
舎
屋
は
、
北
よ
り
大
御
堂・
小
御
堂・
北
向
客

殿
を
含
む
寝
殿
等
か
お
り
敷
地
の
北
よ
り
に
主
な
建
物
が
置
か
れ
、
そ
れ
か
ら
南

に
御
中
居
等
を
含
む
東
御
所
、
御
厨
子
所
を
含
む下
御
所（
対
の
舎・
台
所
を
含

む
）
と
風
呂
屋
が
独
立
し
て
立
ち
、
全
体
に
建
物
は一
線
上
に
西
若
く
は
東へ
交

互
に
寄
せ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
離
れ
て
い
る
建
物
は「
ツ
リ
ヤ
」
と
呼
ぶ
渡
廊

下
ら
し
い
も
の
でっ
な
い
で
い
る
。
ま
た
庭
に
は
柳・
松・
梅・
桃
等
が
植
込
ま
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れて
い
るし
、
池中
に
は「
船
ヤト
リ
」
が
あり
、
北
寄
り
の
池
畔
に
は
塔
があ

る
。塔
の
材
料形
態
は
わ
か
ら
ない
。
そ
れ
は
さ
きの
引
用
文
中
に「
池西
岸
大

石
在
之
、
南
院
塔
跡
也」
と
あ
る
もの
か
も知
れ
ない
。

こ
の
図
中
、
客殿
と
見
ら
れ
る
もの
に
、
南
向の
九間
の
部屋
に
は
畳
が
敷か

れ
た
様子
を示
し「
武家
渡
御之
時分
ノ
躰
也」
と
書
きい
れて
い
る
。こ
の
常

瑜
伽
院に
足
利
将軍
が来
だの
は、四
代
義
教の
永
享四
年三
月
十二
日
の
こ
と

で
、
桜見
をし
て
い
る
もの
に
当
る
。
そ
う
と
れ
ば
、こ
の
客
殿
は
永
享四
年
に

は出
来て
い
たこ
と
、更
に
、
後
常
瑜
伽
院
御
室
永
助
か父（
後光厳院）
の
た

め
に三
十
三
回
忌
を
応
永
十三
年
に
、
生母
崇
賢門
院一
回
忌（
正長元年
）、七

回
忌（
永享五
年）
　に行っ
て
い
るこ
と
が知
ら
れ
、
こ
の
当
り
、
その
よ
う
な

儀
式
に
使
わ
れて
い
た
も
の
と
思い
、
そ
れ以
前の
建
築
と
な
る
。
図
に
よ
れ
ば、

五
間
に
六
間
の
も
の
に
中
門
廊
が北西
に
、
広
縁
が東
につ
き
、
東
南
に
は一
部

を
東
御
所
と
す
る略
似
た
規
模の
建
物
がっ
き
、
そ
の二
つ
を
結
ぶ
附
属
の
部
屋

（
赤ヘ
リ
ノ
間
、
御
中
居
）
を以て
し
た平面
を示
し
、
南
北
朝よ
り
室
町
時
代

初
期
に
わ
た
る
寝
殿の
状況
を示
す好
例で
あ
る
。

従っ
て
こ
の
図
は『
門
葉
記
』見
ら
れ
る三
条
白河
房
及
び十
楽
院の
指図
と

併せ
て
、
院
家
全
体
を示
す
指
図
とし
て
とり
あ
げ
る
べき
もの
で
、
時
代
と
し

て
は
そ
れ
らよ
り
や
や下
っ
た
時の
例
とし
て
稀
に見
る
貴
重
な
資料
と
考え
る
。

（
杉
山
信
三）

「
常
瑜
伽
院
指
図
」
に
つ
い
て
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